
（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：神戸市総合都市交通体系調査 

 

 

 

 ２ 調査主体：神戸市 

 

 

 ３ 調査圏域：神戸市 

 

 

 ４ 調査期間：平成 29 年度 

 

 

 ５ 調査概要：  

   神戸市では、平成 25 年に「神戸市総合交通計画」を策定し、公共交通を中心

に歩行者、自転車、自動車などがバランスよく組み合わされた、安全で快適な交

通環境を形成することを目指している。 

   また、平成 27 年 9 月には、「神戸の都心の未来の姿」や「三宮周辺地区再整備

基本構想」を取りまとめ、これらの中では、歩行環境の向上や自動車交通のマネ

ジメント、歩行を支援する公共交通の充実を図ることにより、都心部を「人」が

中心の交通環境にすることを目指している。 

当該地の現状として、都心部に用事の無い通過交通の流入、観光バス・荷捌き・

路上駐車車両等による自動車交通の阻害、歩行者の回遊行動の分断、分かりにく

い公共交通の路線や料金の設定、都心部と郊外を結ぶ鉄道とバスの競合等の課題

があり、最適な交通体系の構築、「実施プログラム」の策定には、これらの課題解

決は必要不可欠である。 

   今後、上記計画を速やかに具現化していくため、交通に関しては、平成 29 年

度に「都心・ウォーターフロントにおける交通体系（庁内案）」を策定し、都

心部の最適な交通体系を構築するとともに、実施プログラムの策定に向けて、

各施策導入による自動車や公共交通、歩行者への影響を把握するべく、社会実

験等を通して総合的に検討を行い、交通体系の深度化を図っていく。 

 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名 

 

第 47 回神戸まつりに伴う周辺交通流調査検討業務 

 

 ２ 報告書目次 

 

   １．業務概要 

    

２．自動車交通量調査結果 

      （第 47 回神戸まつり実施時 平成 29 年 5 月 21 日（日）） 

    

３．主要地点通過時間別旅行速度一覧表 

    

４．年度比較 

      断面別集計及び交差点計（流入） 

      交差点別比較 

      方向別比較 

    

５．経路比較 

    

６．参考資料 

 

 

 

 

 

 



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

 

    都心において「人と公共交通」が中心の交通環境を具現化するために、過

年度より交通流の対策検討を実施しており、交通管理者との協議や各施策の

整備プログラムを策定するために関係者と連携して検討を進めていく必要が

ある。 

そのような中で、三宮クロススクエアの早期実現を目指して、自動車交通へ

の影響把握や市民・来街者に心地良い空間を体感してもらい、再整備に向けた

意識の醸成を図ることが必要不可欠であるため、第 47 回神戸まつりにあわせ

て車線規制エリアを拡大し、今後の段階整備の参考とするために実験的に取り

組むものである。 

 

 ２ 調査フロー 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交通量調査 

計画準備 

・各主要交差点において自動車交通量を調査 

 -12時間連続交差点方向別交通量 

 -調査車種分類（下記表のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

・信号現示調査 

 -サイクル長、パターンを流入方向別に調査 



 ３ 調査圏域図 

神戸市全域 

都心エリア図 

調査検討範囲 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

自動車交通量は、通常休日と平成 29 年度の神戸まつり時を比較すると、神戸まつり時に、事

前周知の徹底により、都心部への流入交通量が減少している傾向が見られた。 

  また、平成 28 年度の神戸まつり時（第 46 回）と平成 29 年度の神戸まつり時（第 47 回）の

自動車交通量を比較すると、三宮交差点西行きの交通量が減少し、浜手幹線西行きの交通量が

増加していることが分かった。これは、規制が増えたことにより、春日野交差点から浜手幹線

への迂回車両が増加したものと推測される。 

  全体の結果としては、１車線の追加規制による大きな支障はなかったと考えている。 

 

（参考）H29 調査 

 ●日 時  

H29.5.21（日） 7：30～19：00 （交通規制の時間帯） 

 ●調査概要 

  ①規制形態：三宮交差点における西行直進車線を 1 車線追加規制し、神戸まつりのエリアを

拡大 

  （東側：そごう前バス停より規制開始 西側：三宮交差点西側横断歩道部まで規制） 

  ②空間創出：拡大した空間を利用し、休憩スペースとしてベンチ等を設置 

（プロモーションの実施） 

 ●調査内容 

   ①規制エリア拡大に伴う自動車交通影響調査 

（昨年度の交通量との比較、渋滞状況の調査） 

   ②アンケートによる来場者の意向調査など  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交通量調査箇所 



（様式－２ａ 調査概要） 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称 

 

   都心・ウォーターフロントにおける公共交通料金施策社会実験実施及び 

検討業務 

 

 ２ 報告書目次 

 

   第 1 章 業務概要 

1.1 業務概要 

1.2 業務の内容 

1.3 業務組織計画 

第 2 章 H29 社会実験の実施及び検証 

2.1 実施計画 

2.1.1 実験の概要 

2.1.2 実施内容 

2.1.3 実験準備 

2.1.4 モニター事前対応 

2.1.5 実験実施 

2.2 アンケートの集計・分析 

 2.2.1 概要 

2.3 移動履歴分析 

2.4 まとめ 

第 3 章 平成 30 年度社会実験の検討 

3.1 実験内容の検討 

 3.1.1 企画乗車券の要件検討 

 3.1.2 平成 30 年度社会実験実施内容（案） 

3.2 企画乗車券事例の収集 

 

 

 

 

 

 

（様式－３ａ 調査成果） 

 



Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

神戸市では、「神戸市総合交通計画」で、都心・ウォーターフロントにおける主

な取組み方針の１つに「公共交通など多様な交通手段の確保」を掲げ、その中で

ゾーン料金制など公共交通のシームレス化の推進を謳っている。また、「神戸の都

心の未来の姿 将来ビジョン」で、わかりやすく使いやすい料金体系で、気軽に公

共交通を利用するために、ゾーン内均一料金制度の導入を謳っている。 

将来的な導入に向けては、適用エリアや適用交通機関、対象者、値段設定など、

多くの検討すべき項目があるが、すべての項目を検討したうえで精度を導入する

には長時間を要するため、まずは企画乗車券によるわかりやすく使いやすい料金

体系を目指す。 

本業務では、都心の観光行動の実態やゾーン内均一料金制度に対する意向等を

把握することを目的とした社会実験の実施及び検証を行うとともに、平成 30 年

度の社会実験の検討を行う。 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

  



 ３ 調査圏域図 

 

 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 ４ 調査成果 

 

平成29年度のゾーン内均一料金制の社会実験は、平成29年8月から11月末までの4ヶ月間実施

し、計358組のモニターの方にご参加いただいた。 

平成25年度に実施した企画乗車券を使用していない観光客を対象として調査結果と比較する

と、多くの方が広範囲に回遊することや立ち寄りエリア数の増加やまちなかでの滞在時間の増

加など、ゾーン内均一料金制度が回遊性向上に寄与することが確認できた。 

 

［参考］                              （単位：組） 

8~9 月 神戸市内 兵庫県内 近畿圏内 その他 総計 

事前応募 49 14 18 9 90 

当日募集 新神戸駅 0 0 0 4 4 

総合インフォメーションセンター 3 5 10 29 47 

神戸空港 0 0 0 7 7 

総計 52 19 28 49 148 

 

10～11 月 神戸市内 兵庫県内 近畿圏内 その他 総計 

事前応募 75 43 39 9 166 

当日募集 新神戸駅 0 0 0 2 2 

総合インフォメーションセンター 3 3 3 25 34 

神戸空港 0 0 0 8 8 

総計 78 46 42 44 210 

 

8～11 月 神戸市内 兵庫県内 近畿圏内 その他 総計 

事前応募 124 57 57 18 256 

当日募集 新神戸駅 0 0 0 6 6 

総合インフォメーションセンター 6 8 13 54 81 

神戸空港 0 0 0 15 15 

総計 130 65 70 93 358 

 

［参考］平成 29 年度の社会実験 

・実施期間：平成 29 年 8 月 1 日～11 月 30 日 

・応募期間：平成 29 年 6 月 26 日～10 月 31 日 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   （様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称 

 

  新たな公共交通システムに関するアンケート調査業務 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

  第 1 章 業務概要 

  第 2 章 聞き取り調査 

  第 3 章 WEB 調査 

  第 4 章 整理分析 

  第 5 章 まとめ 

  



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

 

神戸市では、平成 25 年 9 月に神戸市総合交通計画を策定し、基本方針の一つ

として「公共交通中心の交通ネットワークの維持・充実」を掲げている。その

方針に基づき、交通結節機能の向上や公共交通ネットワークの利便性向上など

を図るため、既存の公共交通の活用に加えて、ＬＲＴ・ＢＲＴといった新たな

公共交通システムの導入可能性について検討している。 

これらの検討の一環として、平成 29 年 7 月に三宮～ウォーターフロントを

結ぶ連節バスを運行し、都心における交通手段として円滑な運行ができるかの

確認や、都心とウォーターフロントの回遊性向上への効果の確認等を行う。 

本業務は、社会実験に合わせてアンケート調査を実施し、新たな公共交通シ

ステムの導入による回遊性向上や、観光客等の来街者の利用意向などの調査分

析を行うものである。 

 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査結果の整理・分析 

計画・準備 

アンケート調査実施 

 
○聞き取り調査 

・調査(7/15,16,17) 

○Web 調査 

・予備調査(7/26～8/2) 

・本調査  (7/31～8/2) 

報告書の作成 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 ４ 調査成果 

○連節バス運行の社会実験概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ○聞き取り調査 

 （１）調査日時 

  ・調査日：7 月 15 日（土）、16 日（日）、17 日（月・祝） 

  ・調査時間：連節バスの運行時間と同じ時間帯で実施（11：30～18：30 頃） 

 

 （２）収集回答数 

  ・海フェスタルート：266 件 

  ・神戸空港ルート：40 件 

  ・合計：306 件 

 

 （３）調査項目 

  ・調査票を参照 

 

 （４）調査結果（一部抜粋） 

  ・連節バスについて、今回の社会実験で初めて知ったという方は全体の 3 割程

度であった。 

  ・連節バスを知った媒体としては、「神戸市 HP」(36%)が最も多く、次いで「広

報誌 KOBE」(19%)であった。 

  ・連節バスを利用した理由としては、「珍しいバスだから」(60%)が最も多く、

次いで「海フェスタ会場へのアクセスのため」(52%)であった。 

  ・連節バスを利用して感じたこととして、「車内が広い」(64%)が最も多く、次

いで「楽しい」(47%)であった。 

  ・その他意見として、スタンションポール（つかみ棒）の認識がなく、「立っ

ている人のつかむ場所がない」といった意見や混雑による低評価が数件あっ

た。また、神戸空港ルートではスーツケースをお持ちの方から、荷物置き場

が欲しいとの要望が複数上げられた。 

 

  



（参考）調査票 

・海フェスタルート利用者用 

 

  



  



・神戸空港ルート利用者用 

 

  



  



○WEB 調査 

本市内部における検討に関する情報であって、公にすることにより市民の間

に著しい混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を

及ぼすと認められるため、非公開とする。 

  



                                                      （様式－２ｂ 調査概要） 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称 

 

  平成 29 年度新たな公共交通システム（LRT・BRT）の導入可能性検討業務 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

 第 1 章 交差点部分における LRT ルートの検討 

 第 2 章 LRT・BRT・連節バスの比較表 

 第 3 章 庁内研究会の資料作成及び会議補助 

 参 考 税関線におけるルート検討 



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

神戸市では、平成 25 年 9 月に神戸市総合交通計画を策定し、基本方針の一

つとして「公共交通中心の交通ネットワークの維持・充実」を掲げている。そ

の方針に基づき、交通結節機能の向上や公共交通ネットワークの利便性向上な

どを図るため、既存の公共交通の活用に加えて、ＬＲＴ・ＢＲＴといった新た

な公共交通システムの導入可能性について検討している。 

平成 28 年度は、新たな公共交通システムとして、都心の交通体系の中での

位置づけ、道路上での物理的な制限、道路交通への影響、既存公共交通との役

割分担等の検討を行った。 

本業務では、平成 28 年度の検討内容を基にウォーターフロントへのルート

に関する課題を整理し、導入における各公共交通システムの評価・比較を行う。 

 

 

 ２ 調査フロー 

  



 ３ 調査圏域図 

神戸市全域 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

 

本調査成果は、本市内部における検討に関する情報であって、公にすること

により市民の間に著しい混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若

しくは不利益を及ぼすと認められるため、非公開とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称 

平成 29 年度 KOBE パークレットにおけるデザイン検討業務 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

１ 特記仕様書 

２ デザイン検討 

２－１ パークレット_コンセプト 

２－２ 博物館前（京町筋）基本デザイン案 

２－３ JR 北口駅前基本デザイン案 

３ 参考図面 

３－１ 博物館前（京町筋）実施設計図 

３－２ 博物館前（京町筋）数量表（京町筋） 

３－３ JR 北口駅前実施設計図 

３－４ JR 北口駅前数量表 

４ 事業への助言 

４－１ 今後の展開 1 

４－２ 今後の展開２ 

４－３ 効果検証助言・提案 

４－４ 会議メモ 1 

４－５ 会議メモ２ 

４－６ 会議メモ３ 

 

 

※JR 北口駅前に関する項目は国費対象外 

  



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

本市では、平成 28 年度の社会実験を踏まえ、都心において歩行者の回遊性向上

を目的に KOBE パークレットの拡充を行う。これについて、平成 29 年度新たに設置

する KOBE パークレット 2 基におけるデザインの提案や、効果検証、今後の展開に

ついて助言を行う。 

 

※JR 北口駅前に関する項目は国費対象外 

 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の展開についての助言 

・平成 28 年度に設置した KOBE パークレット３基について

漏れのない効果検証ができるよう助言・提案を行う 

・効果検証結果をもとに事業への助言、提案を行う 

デザインの提案 

・新たに設置する KOBE パークレット 2 基について 

・パース作成 

・沿道状況、地域住民、交通管理者等の意見の取り入れ 



 ３ 調査圏域図 

 

 

元町 

三宮 

メリケンパーク 

ハーバーランド 

旧居留地 

北野 

南京町 
磯上 

新港突堤 

KOBE パークレット 

東遊園地 

みなとのもり 

神戸 

デザインの提案を行うパークレット設置予定箇所 

国費対象外 



（様式－３ｂ 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

本調査成果は、本市内部における検討に関する情報であって、公にすることにより

市民の間に著しい混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益

を及ぼすと認められるため、非公開とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称 

平成 29 年度 KOBE パークレットにおける効果検証及びあり方検討業務 

 

 

 ２ 報告書目次 

序章 実施計画書の作成 

序-1 業務計画書 

序-2 効果検証に関する実施計画書 

１章 KOBE パークレットの設置検討 

1-1 製作発注用図面の作成 

1-2 関係者に説明するための CG の作成 

1-3 本体製作に向けたコスト削減の検討提案 

２章 効果検証 

2-1 調査概要 

2-2 調査結果 

（１）利用者数調査 

（２）歩行者交通量調査 

（３）荷さばき車両調査 

（４）利用者アンケート調査 

（５）ビデオ調査 

（６）通行者アンケート調査 

（７）グループヒアリング調査 

2-3 今後のあり方整理 

３章 今後の展開に向けたスキーム検討 

3-1 KOBE パークレットの拡大に向けて 

3-2 公募要領の作成 

3-3 広告物の取り扱いに関する検討 

４章 交通管理者及び地元への説明資料作成 

 

 

 



（様式－２ｂ 調査概要） 

 

３ 調査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

中塚 一 

管理技術者 

絹原 一寛 

担当技術者 

水谷 省三 

担当技術者 

 
橋本 晋輔 

担当技術者 

 
中井 翔太 

担当技術者 

 

馬場 正哲 

照査技術者 

業務全般 

スキーム検討 

設置検討 効果検証 設置検討 

効果検証 



（様式－３ａ 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

三宮中央通りに既存の3基、及び京町筋に新設するKOBEパークレット１基におい

て、効果検証を行った上で、道路を活用した憩い・賑わい機能をもつ空間におけ

る効果及び課題を把握する。また、居心地の良い空間を継続的にマネジメントと

することを目的に、新たな仕組みの構築に向けた検討を行う。 

 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

START 

打合せ協議 

（業務内容等の確認） 

業務実施計画 

KOBE パークレットの設置

検討 

効果検証 

（調査の設計） 

関連協議 

（デザイン検討業

務受託者、交通管

理者） 

検討内容打合せ協議 調査内容打合せ協議 

照 査 

発注図面等作成 

調査の実施 

とりまとめ・分析 

打合せ協議（結果の活

用方策の確認） 

今後の展開に向けたス

キーム検討 

照 査 

成果内容について 

打合せ協議 

納 品 

関係者意見を踏まえた

調整 

成果内容について 

打合せ協議 

説明資料の作成 

照 査 

納 品 

関連協議 

（地元、交通管理

者、沿道利用者） 



 ３ 調査圏域図 

 

 

  

No.1 パークレッ

ト 

（Ａタイプ） 

No.2 パークレット 

（Ｃタイプ） 

図 1 利用者数調査（三宮中央通り） 

No.4 パークレット 
（Ｅタイプ） 

図２ 利用者数調査（京町筋） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.三宮中央通（ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ付近）

2.三宮中央通（タイムズ付近）

3.トア・ロード

4.生田ロード

5.花時計線

6.三宮中央通（新神戸ビル前）

図３ 歩行者交通量調査 

1.京町筋（博物館前） 

2.京町筋（山陰合同銀行
前） 

3. 仲町通 

図４ 歩行者交通量調査 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A区間

Ｂ区間

Ｃ区間

Ｄ区間

Ｅ区間

Ｆ区間

Ｇ区間

H区間

図５ 荷捌き車両調査（三宮中央通り） 

図６ 利用者アンケート調査及びビデオ調査（三宮中央通り） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パークレット周辺 

京町筋西側の
南北の通り 京町筋東側の

南北の通り 

図７ 通行者アンケート調査 



 （様式－３ｂ 調査成果） 

 

４ 調査成果 

本調査成果は、本市内部における検討に関する情報であって、公にすることにより

市民の間に著しい混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益

を及ぼすと認められるため、非公開とする。 

 

 


